
三重県産⽶と県税の広報等に関するアンケート

実施概要

担当部局 実施期間 対象者数 回答者数 回答率

農産園芸課 2020年01⽉10⽇から 2020年01⽉24⽇まで 1070 659 61%

 はじめに、農産園芸課からお聞きします。
 県では、県の重要な農産物であるお⽶の⽣産振興や消費拡⼤に関する事業を進めています。皆さんの県産⽶に
対する愛着度やニーズ等について把握し、今後の県産⽶の⽣産振興や消費拡⼤につなげるためアンケートを実施
します（Ｑ１〜Ｑ８の８問です。）
 次に、税務企画課からお聞きします。
 県税収⼊は、皆さんに公共サービスを提供するための、県の貴重な⾃主財源です。税務企画課では、さまざま
な広報を通じて、県税の仕組みや性格・役割などをお知らせしています。
 そこで、皆さんが県税の納税に関する取組についてどのような広報をご覧いただいているか、また、どのよう
な内容をご存じかなどをお聞きし、今後の取組への参考とさせていただくため、アンケートを実施します。（Ｑ
９〜Ｑ１６の８問です。）

Q1 お⽶を消費する世帯の⼈数について

 はじめに、農産園芸課からお聞きします。
 あなたの世帯の⼈数は何⼈ですか。

合計 659

１⼈ 51

２⼈ 207

３⼈ 165

４⼈ 144

５⼈ 65

６⼈以上 27

Q2 お⽶の消費量について

 あなたの世帯では、１か⽉間にどのくらいのお⽶を⾷べますか。

合計 659

０ｋｇ〜５ｋｇ未満 197

５ｋｇ〜１０ｋｇ未満 238

１０ｋｇ〜１５ｋｇ未満 119

１５ｋｇ〜２０ｋｇ未満 57

２０ｋｇ〜２５ｋｇ未満 22

２５ｋｇ以上 26

Q3 お⽶の⼊⼿⽅法について
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 あなたの世帯では、主にどのような⽅法でお⽶を購⼊（⼊⼿）していますか。あてはまるものを１つ選んでく
ださい。

合計 659

スーパーや⽣協等の量販店で購⼊ 245

農協やＡコープ等で購⼊ 36

⽶穀専門店で購⼊  18

インターネット・通販等で購⼊ 32

農家（知り合いや親族が農家の場合を含む）
から直接購⼊

167

知り合い（親族含む）からもらう 106

⾃分で⽣産している 39

その他 16

Q4 お⽶の選び⽅について

 Ｑ３で「⾃分で⽣産している」以外を選んだ⽅にお聞きします。お⽶を購⼊（⼊⼿）される際に、主に基準に
していることは何ですか。主なものを３つまで選んでください。

合計 620

価格 313

品種や銘柄 275

産地 239

⽣産者 63

安全性 139

味 149

鮮度（精⽶⽇） 69

無洗⽶ 42

パッケージ 3

知り合い（親族含む）が作っている 144

特に基準はない 25

その他 11

Q5 好きなお⽶の味・⾷感について

 あなたは、どんな味や⾷感のお⽶が好きですか。あてはまるものをすべて選んでください。

合計 659

もちもちしている 389

しゃっきりしている 93



パラパラしている 23

ねばりがある 154

さっぱりしている 46

かためのごはん 218

やわらかめのごはん 130

⽢い 262

よいにおいがする 229

⽩くてきれい 172

つやつやしている 343

こめつぶがおおきい 56

その他 11

お⽶は好きではない 3

Q6 お⽶の産地について

 あなたの世帯で購⼊（⼊⼿）するお⽶は三重県産⽶ですか。

合計 659

常に三重県産⽶である 317

だいたい（７割〜９割）三重県産⽶である 152

三重県産⽶と他県産⽶とがほぼ半々（４割〜
６割）である  

75

たまに（１割〜３割）三重県産⽶である 66

常に他県産⽶である 49

Q7 朝⾷でお⽶を⾷べることについて

 あなたは、朝⾷で、お⽶を週に何回くらい⾷べますか。もっともあてはまると思うものを１つ選んでくださ
い。

合計 659

週に０〜１回 258

週に２〜３回 96

週に４〜７回 229

朝⾷は⾷べない 76

Q8 ⼣⾷でお⽶を⾷べることについて

 あなたは、⼣⾷で、お⽶を週に何回くらい⾷べますか。

合計 659



週に０〜１回 59

週に２〜３回 70

週に４〜７回 515

⼣⾷は⾷べない 15

Q9 ⾃動⾞税の納期に関する情報源について

 ここからは、税務企画課からお聞きします。
 令和元年度の⾃動⾞税の納期限は５⽉３１⽇（⾦）でした。あなたは、この情報を何で知りましたか。あては
まるものをすべて選んでください。

合計 659

県政だよりみえ（紙版・データ放送版） 84

県のホームページ 23

ポスター 15

ラジオ 12

新聞 24

納税通知書 528

その他 23

知らなかった 82

Q10 ⾃動⾞税の納付について １

 あなたは、⾃動⾞税が、クレジットカード(Ｈ２６年度〜)や、ＭＭＫ端末(※)を設置しているショッピングセ
ンターやスーパーマーケット(Ｈ２８年度〜)で納付できるようになったことをご存じですか。
※ＭＭＫ端末とは、⼤⼿コンビニ同様の収納代⾏サービスを⾏える端末のことです。

（クレジットカードでの納付についてはこちらをご覧ください。）
http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/82619017951.htm
（ＭＭＫ端末設置店での納付についてはこちらをご覧ください。）
http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16328017873.htm

合計 659

クレジットカード、ＭＭＫ端末ともに知って
いる

145

クレジットカードは知っているが、ＭＭＫ端
末は知らない

218

クレジットカードは知らないが、ＭＭＫ端末
は知っている

30

クレジットカード、ＭＭＫ端末ともに知らな
い

266

Q11 ⾃動⾞税の納付について ２

 ⾃動⾞税はクレジットカードやＭＭＫ端末設置店のほか、コンビニエンスストアやペイジー（電⼦納税）など
でも納税できます。また、令和２年度からは、スマホ決済アプリ（PayB、モバイルレジ）での納税も可能になる
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予定です。
 あなたは、⾃動⾞税を納付するにあたって、どの⽅法を利⽤したいですか。あてはまるものをすべて選んでく
ださい。

合計 659

コンビニエンスストア 358

ＭＭＫ設置店（スーパーマーケットやドラッ
グストア等）

65

クレジットカード（インターネット） 212

ペイジー（電⼦納税）（インターネットバン
キング）

34

⼝座振替 143

銀⾏等⾦融機関 176

スマホ決済アプリ（PayB、モバイルレジ） 41

その他 3

⾃動⾞を持っていないなど納税の必要がない 32

Q12 ⾃動⾞税の税制改正について

 令和元年１０⽉１⽇以降に初回新規登録を受けた⾃家⽤乗⽤⾞から、⾃動⾞税（種別割）の税率が引き下げら
れました。（※ただし、令和元年９⽉３０⽇以前に初回新規登録を受けた⾃動⾞の税率はこれまでと変更はあり
ません。）
 あなたは、このことについてご存知でしたか。
（⾃動⾞税（種別割）の税率等についてはこちらをご覧ください。）
http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16319017865̲00001.htm

合計 659

知っていた 183

知らなかった 476

Q13 ⾃動⾞税の納税証明書について

 平成２７年６⽉から、⾞検の際の⾃動⾞税の納税確認が電⼦化されたため、納税証明書の提⽰が省略できるよ
うになりました。あなたは、このことについてご存じでしたか。

合計 659

知っていた 212

知らなかった 447

Q14 納税について １

 税⾦には、納期限があり、納期限までに納めなければなりません。あなたは、納期限までに納付いただく「納
期内納付」を推進するために、県の取組として何が重要だと思いますか。あてはまるものをすべて選んでくださ
い。

合計 659

http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16319017865_00001.htm
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コンビニ納付や電⼦納税、スマホ決済など納
税しやすい環境づくり

473

納期限のお知らせなど納期内納付の広報 314

将来の納税者となる児童・⽣徒・学⽣などに
対する租税教育

153

税のしくみや納付⽅法の問い合わせなどの県
税事務所の相談窓⼝

70

滞納処分など滞納者に対する厳しい対応 268

その他 22

Q15 納税について ２

 納税する資⼒があるのに納付しようとしない滞納者に対して、県は差押え等の滞納処分など厳しい対応で臨ん
でいることをご存じですか。

合計 659

知っている 353

知らない 306
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